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学校、地域若者サポートステーション、ハローワーク等の関係機関間の 

連携強化による進路未決定卒業予定者への切れ目ない支援の実施について（依頼） 

 

現在、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び専修学校高等課程（以下「高等学校等」

という。）の中途退学者、中途退学し就労等へ進路変更することが明確化した者及び進路未決定卒業

者（以下「中途退学者等」という。）に対する就職支援については、「高等学校等、地域若者サポート

ステーション及びハローワーク等の関係機関間の連携強化による中途退学者等への切れ目のない支

援の実施について」（平成 28年６月 20日付け 28文科初第 464号、職発 0620第９号、能開 0620号第

４号、文部科学省初等中等教育局長、文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省職業安定局長、厚生

労働省職業能力開発局長連名通知。別添１参照）を踏まえ、高等学校等と連携を図りながら、ハロー

ワークによる支援のほか、平成 29 年度からは、全国に設置されている地域若者サポートステーショ

ン（以下「サポステ」という。別添２参照）において、アウトリーチ型の支援が実施されているとこ

ろです。なお、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校専門課程（以下「大学等」という。）の

中途退学者等に対しても、大学等と連携を図りながら、同様の支援が行われているところです。 

 これらの支援については、高等学校等に係る前身の事業となる「サポステ・学校連携推進事業」に

対して、「平成 25年度行政事業レビュー 秋の年次公開検証（秋のレビュー）」において、学校教育と

労働行政・雇用対策の役割分担を明確化することで、行政全体の効率性を確保する等の視点に基づき、

事業の見直しが指摘されたことから、支援対象者を中途退学者等に限定し、在学生は支援対象外とし

ております。 

 しかしながら、在学生であっても、ハローワークに行く前の準備段階での支援が必要な場合は、卒

業後に必要な支援が途切れることなく、切れ目ない支援を行うためには、在学時からサポステによる

支援を行うことも必要です。 

 このため、今般、サポステの支援対象者の範囲について改めて整理を行い、学校教育に支障が生じ

ないよう配慮した結果、原則、教育課程への影響が少ない卒業・修了年度の１月以降から卒業・修了

式に至る時期において、進路が未決定の在学生（以下「進路未決定卒業予定者」という。）について

もサポステの支援対象者に含めることとしました（別添３参照）。 

 ついては、貴職におかれても、上記のサポステの支援対象者の見直しについて広く周知いただくと

ともに、学校、サポステ、ハローワーク等の関係機関間の連携がより一層推進されるよう必要な指導、

助言及び援助をお願いいたします。 

 このことについて、各都道府県・指定都市教育委員会においては域内の高等学校及び中等教育学校

を設置する市町村教育委員会、所管する高等学校、中等教育学校及び専修学校に対して、各都道府県

においては所轄の学校法人及び専修学校に対して、国立大学法人においてはその設置する高等学校、

中等教育学校及び専修学校に対して、厚生労働省においては所管の専修学校に対して、本件について

周知されるようお願いいたします。 



 

 

 

 

（参考）支援対象者の区分 

ハローワーク支援対象者・・・通常ハローワークが取り扱う求人への就職に向けて対応できると考え

られる者 

サポステ支援対象者・・・就職に向けた取組への意欲はあるものの、生活習慣の乱れやコミュニ

ケーション能力の不足など複数の課題を抱えており、ハローワークの

就職支援を受けても、通常ハローワークが取り扱う求人への就職が困

難であると考えられる者 

 

【本件問合せ先】 

                        厚生労働省人材開発統括官付 

                          若年者・キャリア形成支援担当参事官室 

                   若年自立支援係 

                       TEL : 03-5253-1111（内線 5937,5321） 



TYWKV
別添１

m-kawaguchi
写し





















 

 

地域若者サポートステーション事業について 

 

１ 趣旨・目的 

地域若者サポートステーション事業は、仕事に就いておらず、家事も通学もしていない

15 歳から 39 歳の無業者及び就職氷河期世代（40 歳から 49 歳）の無業者（以下「若年無

業者等」という。）の職業的自立支援を目的としている。 

各地域において、関係機関が若者自立支援のためのネットワークを構築し、都道府県労

働局が民間団体に委託する「地域若者サポートステーション」（以下「サポステ」という。）

を中心に本事業を実施する。また、サポステが学校等との連携体制を構築し、中退者情報

の共有を促進するとともに、訪問支援等により、サポステによる在学生及び学校の中途退

学者の支援を充実する等、学校との切れ目のない支援を行い、若者が若年無業者等になる

ことの未然防止を図る。 

 

 

２ 事業内容 

地方公共団体の支援の下に、サポステを核とした若者支援のための各支援機関ネット

ワークを整備し、当該ネットワークを活用して、若年無業者等の職業的自立に向けた支援

を行う。 

 

（１）サポステ相談支援事業 

ア 若者総合相談窓口の設置 

若者総合相談を行うための窓口を設置し、キャリア・コンサルタント等のキャリア

形成支援を行う者を配置し、それら者による相談支援又は他機関への誘導等によっ

て、支援対象者が、その時々に最も適した支援を、継続的に受けられるようにする。 

イ ハローワーク等他の若者支援機関との連携  

支援対象者に対し、適した支援を継続的に行うことができるよう、支援対象者の状

況に応じて他の若者支援機関に誘導する等、各機関間で担当者レベルの恒常的な連携

を行うこと。 

支援対象者の候補となる若者等（以下「支援対象候補者」という。）の把握に当た

っては、個人情報保護法令及び条例等の定めに配慮しつつ、他の若者支援機関との情

報交換を行うものとする。 

 

（２）アウトリーチプログラム 

  ア 学校の要望等に応じ、サポステによる支援ニーズが高い学校と重点的に連携を確保

するものとする。 
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イ 学校との連携において、必要に応じ支援対象者に携わる教育職員等と連携会議を適

宜実施する。連携会議は、支援の内容、実態把握、情報収集等の場とする。 

ウ 教育機関を対象とした周知及び広報活動等を行う。 

エ 学校と連携した支援を実施する。サポステは連携会議等の検討を受け、本人や家族

の同意の者、学校とハローワーク間での中退者情報の共有や、学校中退者及び中退予

定者を対象とした訪問支援を行う。 

 

（３）若年無業者等集中訓練プログラム事業（一部サポステで実施） 

   合宿形式を含む生活面等のサポートと職場実習の訓練を集中的に行い、就労に結び

つける。 

 

（４）定着・ステップアップ事業 

   サポステの支援を受けて就職した者に、就労後の職場定着のためのフォローを実施

するほか、より安定した就労形態にステップアップできるよう支援を行う。 
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地域若者サポートステーション事業
○サポステ相談支援事業
・職業的自立に向けての専門的相談支援（個別相談・プログラム等）
・高校中退者等のニーズに応じたアウトリーチ型の相談
・福祉機関等へのアウトリーチ展開
・OJTとOff-JTを組み合わせた職場体験プログラム
・就職した者への定着・ステップアップ相談
○若年無業者等集中訓練プログラム事業
就職活動や職業生活に必要な実践的な知識・能力の獲得に向けた
合宿形式を含めた集中的な訓練（一部のサポステで実施）

ハローワーク

地域若者サポートステーション事業

就労に向けた支援

若者自立支援中央センター（全国１か所）
サポステスタッフ研修、調査・研究、情報収集・提供、 等
氷河期世代無業者一元案内・相談機能（サポステ・プラス・ナビ）
サポステにおけるオンライン相談の支援機能の強化

高校等教育機関

地域若者サポー ト ス テ ーシ ョ ン 1 7 7箇所
※ う ち 3 4 箇 所 は 常 設 サ テ ラ イ ト と し て 設 置

保健・福祉機関
・他の支援機関との連携・リファー
・高校等からの支援対象者に係る情報提供

サポステの支援がないと求職活動を行うのは困難なケース

地
方
自
治
体

地域社会
自治会、町内会等

商工会・商店街

○ 若者の数が減少する一方で、若年無業者（ニート）※１の数は50万人台半ばで高止まりしており、いわゆる氷河期世代を含めた無業者の数は120万人に達している。
○ これらの者の就労を支援することは、若者等の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護に陥るリスクを未然に防止し、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の
担い手を育てるために重要である。

○ そのため、若年無業者等が充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」（※２）において、地方自治体と協働し（※３） 、
職業的自立に向けた専門的相談支援、高等学校・福祉機関等へのアウトリーチ相談、就職後の定着・ステップアップ支援、若年無業者等集中訓練プログラム等を実施する。

○ 令和３年度は、就職氷河期世代の方々の着実な就職等の実現を強力に支援するため、対象者の個別ニーズに対応した支援メニューを複数年度に跨がって一体的に提供するとともに、
オンラインによる相談支援を促進する。

企業
（職場体験先）

【サポステの実績】

～若者の職業的自立支援～

職業相談・紹介

（※１ 15～34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者 ※２ H18年度～。若者支援の実績・ノウハウのあるＮＰＯ法人等 実施。15～49歳対象 ※３ 地方自治体から予算措置等）

＊ 平成27年度より、「就職者」について雇用保険被保険者になり得る就職者に限定、さらに
平成29年度より、雇用保険被保険就職であることを書類により確認できる場合に限定

＊ 平成30年度より、「就職等」とし、雇用保険被保険者となることが見込まれる就職及び公的
職業訓練スキームへの移行も含めて評価

公民館NPO等
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うち就職等者数(人)

11,110 10,603 15,815 67.0% 457,293 287,413 169,880

令和元年度地域若者サポートステーション事業の実績

進路決定者数(人)
登録者数(人) 就職等率(％) 総利用件数(件) 相談件数(件)

セミナー等
参加者数(人)



地域若者サポートステーション事業－アウトリーチプログラム

○ 高校生徒数が減少している中、高校中退者の数は毎年5万人を越え、また若年無業者の数も50万人台半ばと高止まりしている状況にあり、こうした若者の
切れ目ない支援を行うことは、若者の可能性を広げるだけでなく、経済的に自立させ、地域社会の支え手とするとともに、我が国の産業の担い手を育てるために
重要な課題。

○ こうした中、ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定）により、高校・高等専修学校とサポステ等の連携による中退者・若年無業者の若者
等へのアウトリーチ型等の就労支援を実施することとされたことを踏まえ、中退者等の希望に応じて、地域若者サポートステーション職員が学校や自宅等へ訪問
するアウトリーチ型の就労支援を実施。加えて、就労を希望する定時制・通信制の生徒、高校が把握した高卒就職早期離職者、新卒応援ハローワークが把握
した無業リスクの高い大学中退者及び未就職卒業者等に対しても、本スキームを活用した効果的なアプローチを行う。

ハローワーク
新卒応援ハローワーク

・中退してし
まったらどこに
相談していい
のかわからない

サポステと学校等との連携による中退者支援（学校教育からの「切れ目ない支援」）
○高校等に対するサポステの支援内容の詳細な情報提供
○高校・ハローワーク等の関係機関との定期的な会議を通じた、就労を希望する中退者等の支援対象者の把握、支援内容の検討
○中退の可能性が明確化した者の希望に応じた、高校等に出向いてサポステの紹介・説明、中退後の登録・支援開始
○中退者の希望に応じた、高校や自宅等へ訪問するアウトリーチ型の相談等の決め細かい支援を実施

【中退見込者】

【中退者】

・職業相談・職業紹介

・中退

・定期的なケース会議等による中退
者・中退者見込者の情報の共有
・サポステの支援内容の共有

職業訓練

キャリアコンサル
ティング

プログラム

アウトリーチ

就労支援
就

職

・サポステに行くのは不安なので、学
校・自宅等で相談したい
・サポステまでが遠く、交通費がかかる

・中退前はサポステの支援
内容の情報提供

アウトリーチ

・中退後にサポステの支援を開始

職場体験

若年無業者等アウトリーチ支援事業

学校、
教育委員会

【早期離職者】

【就労希望の定通制の生徒】



ハローワークな
どを経て
社会へ
踏み出す
(就職)

サポステによる支援と利用者のイメージ

職場体験

○地域の若者支援機関等
と連携
○学校、ハローワーク等関
係機関と連携した、中退者
等への切れ目ない支援の実
施

・課題、問題点の洗い出し ・個別支援計画の作成、目標設定
・各種プログラム後のふりかえり

キャリアコンサルタント等による個別的な相談、支援計画の作成

コミュニケーション訓練

各種支援プログラム
コミュニケーション講座、職場見学、パソコン講座、就活セミナーなど

小さな成功体験の積
み重ねを繰り返す

相談支援

保護者からの相談
も受付

「働きたいけど、自信が持てず一歩を踏み出せない・・」
自分になにかできるとは思えない など

「働きたいけど、どうしたらよいのかわからない・・・」

15～49歳で、仕事に就いておらず、家事も通学もしていない者のうち、
就労の意思はあるものの様々な課題をかかえている者。

コミュニケーションが苦手で・・・・不安
・大勢の中で活動できない
・１対１なら話しができるが集団のなかでは話せない「働きたいけど、人間関係の躓きで退職後、ブラン

クが長くなってしまって・・・」

生活リズムが不規則（昼夜逆転）

守ろうとしても時間が守れない

職場体験プログラム
産業界の求人ニーズの高い業種等でのOJTと
off-JTを組み合わせた就労体験プログラム

個別、グループ等による就労に向け踏み出すためのプログラム等の実施

集中訓練プログラム
合宿を含むサポート、自信回復、
職場で必要な基礎的能力付
与、就職活動に向けての基礎知
識獲得等を集中的に実施

課題は人により違う

就職した者への
定着支援・
ステップアップ相
談



 

 

 

 

 

高校中退者等アウトリーチプログラムの支援対象者と支援内容の全体像 

 

 

 

 

対象 支援内容 

在校生※ 

① 高等学校等に対するリーフレット等を用いた情報提供 

② 高等学校等との連携のための窓口となる担当者の設置依頼 

③ 全生徒又は就職希望者等を対象とした講話 

 

中退が見

込まれる

者 

④ 定期的な会議の開催を通じた、ハローワーク及び高等学校等と

の支援対象者の情報（氏名や連絡先）の共有 

⑤ 支援対象者の希望に応じた、個別の生徒等に対する、アウトリー

チ型（支援対象者のところへ出向いて行うものをいう。以下同じ。）

でのサポステ事業の情報提供 

 

進路未決

定卒業予

定者 

④・⑤に加え、以下を実施。 

 

⑥ 支援対象者の希望に応じた、アウトリーチ型でのサポステへの

誘導を目的とした相談、各種自立支援プログラムへの誘導 

⑦ サポステにおける相談支援等各種支援プログラムの活用 

中退者、 

進路未決定

卒業者 

進路未決定卒業予定者と同じ。 

※ 定時制・通信制高校に在学し、就労しなければ通学や生計維持が困難である生徒

で、生活習慣、就労意欲の不足、労働市場・仕事に係る理解不足等の課題があるた

め、ハローワークでの支援を通じた就職実現が直ちには困難と思われる生徒に対し

ては、所要の手順により登録を行い、上記①から⑦までの就職に向けた支援を行う

ことは差し支えないものとする。 

別添３ 
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